
令和７年度麦・大豆利用拡大事業（令和７年度補正予算）に係る公募要領 

制定 令和８年１月５日付け７農産第3898号 

 

 
第１ 総則 

令和７年度麦・大豆利用拡大事業（令和７年度補正予算）に係る公募の実施について

は、この要領に定めるところによるものとします。 

  
第２ 目的 

麦（小麦、大麦及びはだか麦をいう。以下同じ。）・大豆の利用拡大に向け、産地と

実需のマッチング、情報発信、食品関連企業等が行う新商品の製造等に必要な機器の

導入、試作品のプロモーション等に要する経費を支援します。 

 
第３ 事業の内容 

本事業の内容は、関係法令、麦・大豆利用拡大事業補助金交付等要綱（令和４年12月

６日付け４農産第3041号農林水産事務次官依命通知）及び麦・大豆利用拡大事業実施要

領（令和４年12月６日付け４農産第3100号農林水産省農産局長通知）によるほか、以下

に掲げるとおりとします。 

 
第４ 応募の要件 

本事業に応募できる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとします。 

１ 本事業を行う意思及び具体的な計画並びに本事業を的確に実施することができる能

力を有する団体であって、麦・大豆に関する専門的知識を有し、本事業（産地と食品

関連企業等の連携による新商品の開発等）を実施する者（以下「事業実施者」とい

う。）の事業実施計画の審査を行う能力を有するものであること。 

２ 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団

体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書、報告書、収支決算書等（これらの

定めのない団体にあってはこれらに準ずるもの。）を備えていること。 

３ 主たる事業所が日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執

行に関し、責任を持つことができる団体であること。 

４ 民間事業者、農業協同組合連合会、農業協同組合、事業協同組合連合会、事業協同

組合、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人又は複数の民間団

体により組織する団体（民法（明治29年法律第89号）上の組合に該当する団体で、当

該団体を構成する全ての団体（以下「構成団体」という。）が本事業を実施すること

等について同意していること、構成団体を代表する団体を定めていること、定款、事

業計画書等を備えており、本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制

及び処理能力を有する団体であるものをいう。）のいずれかであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 法人等（個人、法人及び団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人であ

る場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。） の代表者、

団体である場合は代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。）が暴力団

員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６

号に規定する暴力団員をいう。）でないこと。 

   ６ 事業実施者の採択にあたり、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者によ

る事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律（平成３年法律第59号）に定め

る安定取引関係確立事業活動計画、流通合理化事業活動計画、環境負荷低減事業活動計画

、消費者選択支援事業活動計画の認定（認定が見込まれる場合を含む。）の有無を考慮す

ること。 

 
第５ 補助対象経費の範囲等 

本事業の補助率及び補助対象経費の範囲は、別表１から別表３に掲げるとおりとしま

す。また、本事業における補助金の額は、７０，０００千円の範囲内とします。 

応募に当たっては、本事業期間中における必要経費を算出していただきますが、実際

に交付される補助金の額は、申請書類審査の結果等に基づき決定されることとなります

ので、必ずしも提案額と一致するとは限りません。 

また、必要経費については、円単位で積算し、千円単位（未満を切り捨て）で計上す

ることとします。 

 
第６ 申請できない経費 

１ 建物等施設の建設及び不動産取得に関する経費 

２ 事業実施期間中に発生した事故又は災害の処理のための経費 

３ 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額（補助対象経費

に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和63年法律第108号） 

の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地

方税法（昭和25年法律第226号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の

合計に補助率を乗じて得た金額） 

４ その他、本事業を実施する上で必要とは認められない経費及び本事業の実施に要し

たことを証明できない経費 

５ 補助の対象としない経費として別表１に定めるもの 

 
第７ 補助事業の実施期間 

本事業の実施期間は、補助金交付決定の日から令和８年３月31日までとします。 

 
第８ 申請書類の作成及び提出 

１ 申請書類の作成 

提出すべき申請書類は、別紙（麦・大豆利用拡大事業（令和７年度補正予算）の

公募に係る申請書類チェックシート）に掲げるとおりとします。 

２ 申請書類の提出期限等 

申請書類の提出期限は、令和８年１月１４日（水曜日）午後５時までとします

。申請書類の提出先は、以下のとおりです。 

〒100-8950 東京都千代田区霞が関１－２－１ 

農林水産省農産局農産政策部貿易業務課消費流通第２班

メールアドレス：mugisuisin＠maff.go.jp  
 

 



３ 申請書類の提出に当たっての注意事項 

（１）事業実施計画等申請書類は、別記様式第１号から別記様式第４号までに掲げる様

式に従って作成してください。 

（２）申請書類に虚偽の記載、不備等がある場合は無効となりますので、この要領等を

熟読の上、注意して作成してください。 

（３）申請書類の作成及び提出に係る費用は、応募者の負担とします。 

（４）申請書類の提出は、原則として郵送等（郵送又は宅配便（バイク便を含む。）以

下同じ。）又は電子メールとします。 

（５）申請書類を郵送等する場合は、封筒等の表に「麦・大豆利用拡大事業応募申請書

類在中」と朱書きし、簡易書留、特定記録等、配達されたことが証明できる方法に

よってください。また、提出期限前に余裕を持って投函するなど、必ず提出期限ま

でに到着するようにしてください。 

（６）申請書類を電子メールにより提出する場合は、件名を「麦・大豆利用拡大事業

（令和７年度補正予算）の申請書類（応募者名）」とし、本文に「連絡先」と「

担当者名」を必ず記載した上で、第８の２のメールアドレスに送付ください。 

（７）提出後の申請書類については、原則として資料の追加や差替えは不可とし、採用

・不採用にかかわらず返却いたしませんので、御了承ください。 

（８）提出された申請書類については、秘密保持には十分配慮するものとし、審査以外

には無断で使用いたしません。 

（９）本事業についての問合せ先は、次に掲げるとおりとします。なお、問合せの受付

時間は月曜日から金曜日まで（祝祭日を除く。）の午前10時から午後５時まで 

（正午から午後１時までを除く。）とします。 

 
農林水産省農産局農産政策部貿易業務課消費流通第２班

電話番号：03-6744-9531 

 
第９ 補助金交付候補者の選定 

提出された申請書類については、事業担当課等において書類確認、事前審査を行っ

た後、農林水産省農産局長が別に定めるところにより設置する選定審査委員会（以下「

委員会」という。）において、審査基準に基づき事業実施主体の適格性や事業実施計画

の内容、成果目標の水準等の審査を行い、事業実施主体の候補者（以下「補助金交付候

補者」という。）を選定します。 

なお、申請書類の提出から過去３年以内に、補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律（昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。）第17条第１項又は第２

項に基づき交付決定の取消があった補助事業等において、当該取消の原因となる行為を

行った補助事業者等又は間接補助事業者等については、本事業に係る事業実施主体の適

格性の審査においてその事実を考慮するものとします。 

審査の結果については、委員会における最終審査が終了次第、速やかに全ての応募者

に対して通知する予定です。 

審査結果の通知については、補助金交付候補者には事業実施主体の候補者となった旨

をお知らせするものであり、補助金の交付は、別途補助金の交付を受けるために提出す

ることとなっている書類を提出いただき、必要な手続を経て、正式に決定されることに

なります。 

 

 



委員会の議事及び審査内容については、非公開とします。また、審査委員には、審査におい

て知ることのできた秘密について、審査委員の職にある期間だけではなく、その職を退いた

後についても第三者に漏えいしてはならないという、秘密保持厳守を義務付けています。 

なお、補助金交付候補者の決定にかかわる審査の経過、審査結果等に関する問合せに

はお答えできませんので、あらかじめ御了承ください。 

 
第10 重複申請等の制限 

同一の提案内容で他の事業（農林水産省又は他省庁等の補助事業等）への申請を行っ

ている場合、申請段階（補助金交付候補者として選定されていない段階）で、本事業に

応募することは差し支えありませんが、他の事業への申請内容や他の事業の選定の結果

によっては、本事業の審査の対象から除外され、又は補助金交付候補者の選定の決定若

しくは補助金の交付決定が取り消される場合があります。 

 
第11 事業実施主体の責務等 

事業実施主体は、本事業の実施及び交付される補助金の執行に当たって、次の条件を

守ってください。 

１ 事業の推進 

事業実施主体は、麦・大豆利用拡大事業交付等要綱、その他の通知等（以下「交

付要綱等」という。）を遵守し、本事業全体の進行管理、事業成果の公表等、本事業

の推進全般についての責任を負うこととなります。特に、申請書等の作成、計画変更

に伴う各種承認申請書の提出、報告書の提出等については、適時適切に行ってくださ

い。 

２ 補助金の経理 

交付を受けた補助金の経理（預金口座の管理、会計帳簿への記帳・整理管理、機

器整備等の財産の取得及び管理等をいう。）を実施するに当たっては、次の点に留意

する必要があります。 

（１）事業実施主体は、交付を受けた補助金の経理に当たっては、適正化法、補助金等

に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号）及び農林

畜水産業関係補助金等交付規則（昭和31年農林省令第18号）に基づき、適正に執行

すること。 

（２）事業実施主体は、補助金の経理を事業実施主体の会計部署等において実施するこ

と。 

なお、特殊な事情により、当該事業実施主体の会計部署等に補助金の経理を行

わせることができない場合は、国内に居住し、各事業実施主体が経理能力を有する

と認める者（学生を除く。）に経理を行わせ、公認会計士又は税理士に経理状況に

ついて定期的に確認を受けるなど、適正な執行に努めること。 

３ 知的財産権の帰属 

本事業により発生した特許権等については、次の（１）から（４）までの条件の

遵守を約する確認書を、公募による選定後に、事業実施主体を通じ国に提出させるこ

とを条件に、事業実施者に帰属させることとします。ただし、国に提出された著作物

等を成果の普及等に利用し、又は当該目的で第三者に利用させる権利については、国

に許諾することとします。 

（１） 成果が得られた場合には、遅滞なく国に報告すること。 

 

 

 



（２） 国が、公共の利益のために特に必要があるとして要請する場合には、当該特許権 

等を無償で利用する権利を、国又は国が指定する者に許諾すること。 

（３）当該特許権等を相当期間活用していないことが認められ、かつ、そのことに正当

な理由が認められない場合であって、特に必要があるとして国が要請するときは、

当該特許権等を利用する権利を第三者に許諾すること。 

（４）当該特許権等を第三者に譲渡し、又は第三者にその利用を許諾する場合には、事

前に国と協議してその承諾を得ること。 

４ 事業成果等の報告及び発表 

事業成果及び交付を受けた補助金の使用結果については、本事業の終了後、交付

要綱等に基づき必要な報告を行っていただきます。 

また、農林水産省は、あらかじめ事業実施主体にお知らせした上で、報告のあっ

た事業成果を公表できるものとします。 

本事業の終了後に得られた事業成果についても、必要に応じ発表していただくこ

とがあります。 

なお、新聞、図書、雑誌論文等による事業成果の発表に際しては、本事業による

ものであること、論文等の見解が農林水産省の見解でないことを必ず明記し、発表し

た資料等については農林水産省に提出してください。 

５ 国による事業成果等の評価に係る協力 

本事業の終了後、次年度以降の政策立案等に反映させるため、事業成果の波及効

果、その活用状況等に関して、必要に応じて国による評価を行います。その際、ヒア

リング等の実施について協力をお願いすることがあります。 

 
第12 公示への委任等 

この要領に定めるもののほか、本事業の公募に関し必要な事項は、公示します。公

示は、農林水産省内の掲示板及び農林水産省のホームページに掲載して行うことと

します。 

また、この公示に併せて、貿易業務課は、公募開始等の周知に努めることとします。 

 
附則 

この要領は、令和８年１月５日から施行する。 
 

 

 



 
別表１ 

補助対象経費 

費目 細目 内容 注意点 

事業費 会場借料 本事業を実施するために

必要な会議等を開催する場

合の会場借料に係る経費 

 

会場設営費 本事業を実施するために

必要な会議・商談会等を開

催する場合における設営  

（情報案内コーナー等の設 

置を含む。）に係る経費 

 

通信運搬費 本事業を実施するために

必要な郵便及び運送に係る

経費 

・切手は物品受払簿で管理す

ること。 

借上費 本事業を実施するために

必要な事務機器、試験機器

等の借上げ経費 

 

印刷製本費 本事業を実施するために

必要な資料等の印刷に係る

経費 

 

広告・宣伝費 本事業を実施するために

必要なポスター・チラシ等 

の作成・配布等に係る経費 

 

情報発信費 本事業を実施するために

必要な情報発信（事業の案

内や成果発信等）に係る経

費 

・事業実施主体が行う場合に

限る。 

・WEB コンテンツの作成、シ

ステム管理等の WEB による 

情報発信の経費を含む。 

資料購入費 本事業を実施するために

必要な図書及び参考文献に

係る経費 

・新聞、定期刊行物等、広く

一般に定期購読されている 

ものを除く。 

原材料費 本事業を実施するために

必要な試作品の開発や試験

等に必要な原料に係る経費 

・原材料は物品受払簿で管理

すること。 

消耗品費 本事業を実施するために

必要な次の物品に係る経費 

・短期間（本事業の実施 

・消耗品は物品受払簿で管理

すること。 



  期間内）又は一度の使用

によって消費され、その

効用を失う少額の物品 

・CD-ROM 等の少額（３

万円未満）の記録媒体 

・試験等に用いる少額   

（３万円未満）の器具等 

 

旅費 委員旅費 本事業を実施するために

必要な会議の出席又は技術

指導等を行うための旅費と

して、依頼した専門家に支

払う経費 

 

調査旅費 本事業を実施するために

必要な資料の収集、各種調

査、打合せ、成果発表等の

実施に係る経費 

 

謝金  本事業を実施するために

必要な資料の整理、補助、

専門的知識の提供、調査資

料の収集等に当たり、協力

を得た人に対する謝礼に係

る経費 

・謝金の単価の設定根拠とな

る資料を添付すること。 

・事業実施主体の代表者及

び事業実施主体に従事す

る者に対する謝金は認め

ない。 

・調査員に対する謝金は、実

施する調査の種類ごとに実

施方法（目的、期間、範囲

、対象、調査員数等）を記

載した資料を添付すること

。 

・相談員に対する謝金につい

ては、商談会に招へいする

バイヤーに関する資料を添 

付すること。 

賃金  本事業を実施するために

必要な業務を目的として、

本事業を実施する事業実施

主体の構成員又は事業実施

主体が雇用した者に対して 

支払う実働に応じた単価  

・賃金の単価の設定根拠とな

る資料を添付すること。 

・雇用通知書等により、本事

業のために雇用し、又は従

事したことを明らかにする

こと。 

・補助事業従事者別の出勤簿 



  （日給又は時間給）の経費 及び作業日誌を整備するこ

と。 

・実働に応じた対価以外の経

費（雇用関係が生じるよう

な月極の給与、賞与、退職

金及び各種手当）は認め

ない。 

・「補助事業等の実施に要す

る人件費の算定等の適正化

について」（平成 22 年９月 

27 日付け 22 経第 960 号農

林水産省大臣官房経理課長 

通知）によるものとする。 

委託費  本事業に係る補助金の交

付の目的である事業の一部

分（例えば、全国推進会議

の開催等）の他の者（応募

団体が民間企業の場合にあ

っては、自社を含む。）へ

の委託に係る経費 

・事業の委託は、第三者に

委託することが必要かつ

合理的・効果的な業務に

限り行えるものとする。 

・新商品の開発、試作品の

製造等の本事業の根幹をな

す業務の全ての委託は認

めない。 

・民間企業内部で社内発注

を行う場合には、利潤を

除外した実費弁済の経費 

に限る。 

役務費  本事業を実施するために

必要で、かつ、それだけで

は本事業の成果としては成

り立たない分析、調査、試

験、設計、加工及び運搬等

に係る経費 

・民間企業内部で社内発注

を行う場合には、利潤を

除外した実費弁済の経費

に限る。 

備品費  本事業を実施するため

に必要な試験・調査備品

に係る経費 

ただし、リース・レン

タルを行うことが困難な

場合に限る。 

・取得単価が 50 万円以上の

機 器 及 び 器 具 に つ い て

は、見積書（原則３社以

上とし、該当する設備・

備品を１社しか扱っ て い 

な い 場 合 を 除 

く。）やカタログ等を添

付すること。 



   ・耐用年数が経過するまで

、善良なる管理者の注意

をもって当該備品を管理

する体制が整っているこ

と。 

・当該備品を別の者に使用さ

せる場合には、使用・管理

に関する契約を締結するこ

と。 

雑役務費 手数料 本事業を実施するために

必要な謝金等の振込みに係

る経費 

 

印紙代 本事業を実施するために

必要な委託の契約書に貼り

付ける収入印紙（印紙税） 

に係る経費 

 

社会保険料 本事業を実施するために

直接雇用した者に支払う社

会保険料の事業主負担分の 

経費 

 

通勤費 本事業を実施するために 

直接雇用した者に支払う通

勤に係る経費 

 

上記の経費であっても、次に掲げる場合には、補助対象経費の対象外とする。  

１．本事業の補助を受けて作成した試作品及び販売促進資材を有償で配布した場合 

２．補助事業の有無にかかわらず、事業実施主体が具備すべき備品・物品等の購入 

及びリース・レンタルをした場合 



別表２ 

補助対象経費（産地と連携した新商品の製造等に必要な機器の開発・改良等） 

費目 細目 内容 注意点 

事業費 整備費 本事業を実施するため

に必要な機器・設備の

開発・改良、導入・設

置等に係る経費 

１  整備対象となる機器・設備

については、次に掲げる要件

を満たすこと。 

（１）商品の製造量に見合った

能力・規模を有すること。 

（２）事業実施計画に記載され

ている製造等を行うために

必要なものであること。 

２ 開発・改良した機器の導入 

・設置及び原料原産地表示に

必要な機器の導入・設置は、

原則として、１事業者当たり

１件とする（リース方式以外

に よ る 導 入 ・ 設 置 を 含

む。）。 

 

 
別表３ 

事業内容 補助対象経費 補助率 

１ 生産者等と食品関連

企業等との連携体制

の構築等 

（１）事業実施者の公募選考の実施に要する経

費 

（２）生産者等と食品関連企業等とのマッチン

グ会、商談会の開催に要する経費 

（３）情報発信に要する経費 

定額

定額 

定額 

２ 産地と食品関連企業

等の連携による新商

品の開発等 

（１）産地と連携した新商品の開発等に必要な

検討・試作に要する経費 

（２）産地と連携した新商品の製造等に必要な

機器の開発・改良等に要する経費 

（３）試作品のプロモーションに要する経費 

定 額 

1/2 以内 

定額 



 

別紙 

 

麦・大豆利用拡大事業（令和７年度補正予算）の公募に係る申請

書類チェックシート 

 
・申請書類の内容 

申請者 

ﾁｪｯｸ欄 
様 式 申 請 書 類 

事務局 

ﾁｪｯｸ欄(※) 

□  申請書類チェックシート（本紙） □ 

□ 別記様式第１号 麦・大豆利用拡大事業応募書 □ 

□ 別記様式第２号 事業実施体制 □ 

□ 別記様式第３号 事業実施能力 □ 

□ 別記様式第４号 事業実施計画書 □ 

 
□ 

 団体概要（民間企業：会社経歴（概要）、直近の総会

資料（財務諸表等の添付資料）、公益法人等：定款（ 

又は規約）・寄付行為、業務方法書、決算報告書 等） 

 
□ 

 
・申請書類のファイル形式 

申請者 

ﾁｪｯｸ欄 
提 出 形 状 

□ 申請書類一式をまとめたＰＤＦファイル 

□ ＰＤＦに変換する前の各書類の元ファイル 

（注)  申請書類について漏れがないか確認いただいた後、申請者チェック欄に☑ 

と記した上で、本紙も提出してください。 



 

別記様式第１号 

令和 年 月 日 
 

 

 

 

農林水産省農産局長 殿 
 

 

 
 

（応募者） 

名 称 

代表者氏名 

 

 

 
令和７年度麦・大豆利用拡大事業（令和７年度補正予算）に係る応募書 

 

 
麦・大豆利用拡大事業（令和７年度補正予算）に係る応募書について、別添の

とおり関係書類を添えて提出します。 



 

麦・大豆利用拡大事業応募書 

 

（記入しないでください） 

 

 

 

 

 

 

 
連 絡 先 

フ リ ガ ナ

担 当 者 名

所 属 部 署

職       名 

郵 便 番 号

住       所 

Ｔ   Ｅ   Ｌ 

Ｆ   Ａ   Ｘ 

メールアドレス 

 

注)連絡先の住所が上記応募団体の住所と同一の場合は、｢同上｣としてください。 

受付番号 

名 氏 
代 表 者 

役 職 名 
所 住 

応 募 者 名  

千円 

 
補助金申請計画額 



 

応募者の概要 

 

応募者の概要を定款等に規定された内容に基づき、下記の事項について簡潔に記入してくだ

さい。 

 
１ 沿 革 （設立、名称変更、合併等） 

 

 

 
２ 設 立 の 目 的 

 

 

 
３ 事 業 （定款等に規定された応募者の主な事業） 

 

 

 
４ 構 成 員 （出資者、株主等） （令和○年○月○現在） 



 

別記様式第２号 

 

事 業 実 施 体 制 

Ⅰ 応募者の体制 

 
1 事業執行体制 

 所属 氏名 備考 

事業責任者    

担 当 者    

注）事業責任者又は担当者が複数の場合、業務所掌を備考欄に明記してく

ださい。 

 
事業責任者の概要 

氏名（フリガナ）  

所属部署・職名  

生年月日（年齢） 
 

 

 
略 歴 

 

注）この様式は、事業責任者について作成してください。

決裁経路 

 

 

 
 

注１）決裁経路を模式図等により簡潔に記入してください。

２）常勤・非常勤役員との関係を明確にしてください。 



 

２ 経理執行体制 

 所属 氏名 備考 

経理責任者    

担 当 者 
   

注）経理責任者又は担当者が複数の場合、業務所掌を備考欄に明記してく

ださい。 

 
経理責任者の概要 

氏名（フリガナ）  

所属部署・職名  

生年月日（年齢） 
 

 

 
略 歴 

 

注）この様式は、経理責任者について作成してください。

決裁経路 

 

 

 
 

注１）決裁経路を模式図等により簡潔に記入してください。

２）常勤・非常勤役員との関係を明確にしてください。 

 
※ 業務執行規程や決裁権限規程などの事業執行体制を定めた規程について

、別途応募者の活動がわかる資料として添付している場合、その旨を記し

てください。 



 

Ⅱ 食品関連企業等に対する事業執行 

 
応募者が食品関連企業等との間で行う補助金交付等の手続について、模式

図等により簡潔に記入してください。 

 
補助金交付等の手続 

 



 

別記様式第３号 

 

事業実施能力 

 

（４）優れた情報収集能力を持っているか。 

（３）幅広い知見・ネットワークを持っているか。 

（２）事業を行う上で適切な財産基盤、経理処理能力を有しているか。 

（１）円滑な事業遂行のための人員体制が組み込まれているか。 

（必要に応じ、実施体制図を記載してください。） 

以下の項目について、分かりやすく記載してください。 



 
 

 

（５）どのような分野の食品関連企業等に向けて事業を周知し、参加を

呼びかけることができるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（６）知見を持たない分野の食品関連企業等から、助言及び事業参加の

希望が寄せられた場合、どのようにして対応するか。 



別記様式第４号 

 
１ 事業の目的 

 
２ 事業の内容 

別添「麦・大豆利用拡大事業実施計画書」のとおり 

 
３ 事業に要する経費及び負担区分 

 
事業の内容 

 
事業費 

負担区分  
備考 国費 

補助金 

その他 

 

 
１ 生産者等と食品関連企業等との連携体制

の構築等 

（１）事業実施者の公募選考の実施 

（２）生産者等と食品関連企業等とのマッチ

ング会、商談会の開催 

（３）情報発信 

 
２ 産地と食品関連企業等の連携による新商

品の開発等 

（１）産地と連携した新商品の開発等に必要

な検討・試作 

（２）産地と連携した新商品の製造等に必要

な機器の開発・改良等 

（３）試作品のプロモーション 

 
３ 合 計 

円 円 円  

 
４ 事業開始及び完了予定年月日 

令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 



別記様式第４号 別添 

 

麦・大豆利用拡大事業実施計画書 

 
１ 事業計画概要 

（１）本事業の対象となる麦・大豆 

１ 小麦 

（ ） 

２ 六条大麦 

（ ） 

３ 二条大麦 

（ ） 

４ はだか麦 

（ ） 

５ 大豆 

（ ） 

 

注：本事業の対象となる種類を選び、円で囲むこと。

また、具体的な銘柄を括弧内に記載すること。 

 
（２）本事業により取り組む新商品の開発等 

ア 事業内容の件数  
 ① 産地と連携した新商品の開発等に必要な検討・試作品の開発 件 

② 産地と連携した新商品の製造等に必要な機器の開発・改良等 件 

③ 試作品のプロモーション 件 

イ 新商品の開発等のための検討・試作品の開発  
 （例） 

１ 麦・大豆の切替にあたり検討会・市場調査を実施 

２ 原料を切り替えて○○を製造 

３ 開発した試作品の成分を分析 

４ 開発した新商品の原料原産地表示ラベル・包装容器のデザイン作成

５ … 

ウ 新商品の製造等に必要な機器の開発・改良等  
 （例） 

１ □□□を製造するために必要な○○○機器について開発・改良を行い、導

入する。 

２ 本事業により開発した新商品の原料原産地表示に必要な機器の導入 

３ … 

エ 本事業により開発した試作品のプロモーション  
 （例） 

１ 本事業により開発した試作品をＰＲするためのパンフレットの作成 

２ 開発した試作品の試食会を開催 

３ 開発した試作品を商談会等に出展

４ … 

注：イからエまでの欄には、複数の取組が見込まれる場合には、それぞれに対応した 



番号を付し、全て列記すること。 

 
（３）成果目標 

成果目標の具体的な内容 
計画時 

（令和●年度） 

目標値 

（令和●年度） 

(例) 

本事業に参加した事業実施者が取り扱う

麦・大豆の使用量を10％増加 

 

 

○ｔ 

 

 

△ｔ 

注：成果目標の目標年度は、事業実施年度の３年後とする。 

成果目標は、食品関連企業等が取り扱う麦・大豆の使用量10%以上の増加又は食品

関連企業等が取り扱う麦の使用量を100トン以上の増加並びに大豆の使用量を10ト

ン以上増加とする。なお、既存商品に係る麦・大豆の使用量及び麦・大豆を用いた

商品の生産額が減るものでないこと。 

 
（参考）麦・大豆の原料供給契約 

ア 麦・大豆の原料供給契約を締結する生産者等件数及び契約数量（年間、トン） 

 種類（ ） 件 

具体的な取引先 

（例） 

・〇〇農業協同組合（100トン（昨年：50トン）） 

・ 

・ 

〇件 

注１：種類の欄には、小麦、六条大麦、二条大麦、はだか麦及び大豆を記載する。 

注２：取引先との今年度の契約数量と昨年度の契約数量がわかるように記載する。 



２ 事業別内訳 

（１）生産者等と食品関連企業等との連携体制の構築等

ア 事業実施者の公募選考の実施 

 
時期 

 
場所 

事業

内容 

参集範囲、

参加者数 

 
事業費 

負担区分  
備考 国費 

補助金 

その他 

 

    円 円 円  

計     
 

イ 生産者等と食品関連企業等とのマッチング会、商談会の開催 

事業内容 事業費 
負担区分 備考 

国費補助金 その他 

 円 円 円  

計     
 

ウ 情報発信 

事業内容 事業費 
負担区分 備考 

国費補助金 その他 

 円 円 円  

計     
注１： 事業内容は、必要に応じて別紙を用いるなどして記載すること。

２： 備考欄には、積算基礎等を記載すること。 

３： 事業の一部を他の者に委託する場合には、備考欄に委託先と委託する事業の内容

及びそれに要する経費を記載すること。 



（２）産地と食品関連企業等の連携による新商品の開発等

ア 新商品の開発等のための検討会の開催 

 

食品関連

企業者数 

 
事業内容 

 
事業費 

負担区分  
備考 

国費補助金 
その他 

 

  円 円 円  

計     
 

イ 新商品の開発等のための市場調査の実施 

食品関

連企業 

者数 

 

調査対

象者名 

 
事業内容 

 
事業費 

負担区分  
備考 

国費補助金 
その他 

 

   円 円 円  

計     
 

ウ 新商品開発のための試作用原料の調達及び成分分析 

 

食品関連

企業者数 

 
事業内容 

 
事業費 

負担区分  
備考 

国費補助金 
その他 

 

  円 円 円  

計     
 

エ 新商品の開発に必要な試作品の製造 

 

食品関連

企業者数 

 
事業内容 

 
事業費 

負担区分  
備考 

国費補助金 
その他 

 

  円 円 円  

計     



オ 包装容器のデザイン作成、原料原産地表示ラベルのデザイン作成 

 

食品関連

企業者数 

 
事業内容 

 
事業費 

負担区分  
備考 

国費補助金 
その他 

 

  円 円 円  

計     
 

カ 新商品の製造等に必要な機器の開発・改良等 

 

食品関連

企業者数 

 
事業内容 

 
事業費 

負担区分  
備考 

国費補助金 
その他 

 

  円 円 円  

 うちリー 

スに要す

る経費 

 円 円 円  

 うち購入 

に要する

経費 

 円 円 円  

計     
 

キ 新商品の原料原産地表示に必要な機器の導入・設置 

 

食品関連

企業者数 

 
事業内容 

 
事業費 

負担区分  
備考 

国費補助金 
その他 

 

  円 円 円  

計     
 

ク 試作品のプロモーション 

 

食品関連

企業者数 

 
事業内容 

 
事業費 

負担区分  
備考 

国費補助金 
その他 

 

  円 円 円  

計     



注１： 事業内容は、必要に応じて別紙を用いるなどして記載すること。

２： 備考欄には、積算基礎等を記載すること。 

３： 事業の一部を他の者に委託する場合には、備考欄に委託先と委託する事業の内容

及びそれに要する経費を記載すること。 

４： 「カ 新商品の製造等に必要な機器の開発・改良等」については、機器の改良及

び導入（設置又はリース）に係る経費等を記載すること。 


	令和７年度麦・大豆利用拡大事業（令和７年度補正予算）に係る公募要領

